
計
量
単
位
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

計
量
単
位
規
則
（
平
成
四
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
三
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
二
条
関
係
）

接
頭
語

記

号

接
頭
語

記

号

ク
エ
タ

Ｑ

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

ロ
ナ

Ｒ

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

ヨ
タ

Ｙ

ヨ
タ

Ｙ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

ヨ
ク
ト

ｙ

ヨ
ク
ト

ｙ

ロ
ン
ト

ｒ

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

ク
エ
ク
ト

ｑ

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 第号官 報

〇
経
済
産
業
省
令
第
三
十
六
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
計
量
単
位
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
六
月
七
日

経
済
産
業
大
臣

藤

健




